
受 付 印 
（宛先）土岐市水道事業 

及び下水道事業 
土岐市長 

 

所有者変更届書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土岐市水道事業給水条例第 20条により、下記のとおり給水装置の所有者の変更について届け出ます。 

 

所
有
者
変
更 

従前の所有者 

住民票登録地  

ふりがな  

氏  名 印 

電話番号  

新しい所有者 

住民票登録地  

ふりがな  

氏  名 印 

生年月日 年        月       日    

電話番号  

□この届出書の内容で給水装置及び下水道の使用者変更も行います。 

・ 個人の場合は、署名をしてください。法人の場合は、法人印を押してください。 

ただし、所在不明等で従前の所有者の了承が得られない場合は、上下水道課経営係にご相談ください。 

・ 本届出書に係る権利関係について、後日利害関係人等から異議の申出があっても、当市はその責任を負いません。 

 

届出人 

届出日        年     月     日 

住所（個人の方は住民票登録地） 

氏名 

  

 

□使用者 □所有者 □法人（担当者名：           ） 

電話番号 

水 道 番 号  メーター番号  

設 置 場 所 土 岐 市 

アパート（借家）名  

変 更 日 年   月   日  □売買  □競売  □相続  □家族間の変更 

検 針 日 １、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５ 

変  更 
月検針分～ 

備 考 

□ 口座振替 

□ 納付書 

入 力 ／  検 針 ／ 検針 指針 確 認  
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